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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 1,350,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。

なお、当社の単元株式数は100株であります。

　（注）１．本有価証券届出書提出日である平成29年２月１日開催の当社取締役会決議によるものであります。

２．本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第１項の規定に基づいて、

当社の保有する当社普通株式による自己株式の処分により行われるものであり（以下「本自己株式の処分」

といいます。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申

込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

３．振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 1,350,000株 429,300,000 －

一般募集 － － －

計（総発行株式） 1,350,000株 429,300,000 －

　（注）１．自己株式処分の方法により第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、

自己株式の処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組み入れされません。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

318 － 100株 平成29年２月20日 － 平成29年２月20日

　（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。割当予定先の状況については、後記「第

３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況」をご参照ください。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした

募集は、自己株式の処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組み入れされません。

３．本有価証券届出書の効力発生後、割当予定先から申込みがない場合は、募集株式に係る割り当てを受ける権

利は消滅いたします。

４．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みを

し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格（会社法上の払込金額）の総額を払い込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

株式会社プラザクリエイト　経理部 東京都中央区晴海一丁目８番10号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　市ケ谷支店 東京都千代田区五番町２番地23
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３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

429,300,000 － 429,300,000

 

（２）【手取金の使途】

　本自己株式処分により調達する資金は、当社グループの成長事業であるモバイル事業において、電気通信

サービスの加入取次ぎに関する販売代理店契約（以下「販売代理店契約」という。）を締結し、キャリア

ショップの事業で協業しているソフトバンク株式会社と同事業を推しすすめるため付加価値のある（従来のモ

バイルショップにプリントサービスにも対応した複合型モバイルショップ）店舗出店の拡大に向けた新店設備

の資金の一部に充当する予定であります。

　なお、キャリアショップの新店設備の予定資金は、過去の実績より１店舗当たりおよそ30,000千円（店舗の

入居時の改装による建物付属設備等）の設備資金を要することから、平成29年４月から20店舗程度を順次出店

する予定でおよそ600,000千円の設備予定資金を見込んでおります。本自己株式処分により調達する資金の超

過分は自己資金及び金融機関からの借入を予定しております。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

名称 ソフトバンク株式会社

本店の所在地 東京都港区東新橋一丁目９番１号

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　兼　ＣＥＯ　　宮内　謙

資本金 177,251百万円

事業の内容
移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、イン

ターネット接続サービスの提供

主たる出資者及びその出資比率
ソフトバンクグループジャパン合同会社（国内事業統括会社）99.99％

（ソフトバンクグループ株式会社　　　　　　　　間接保有　99.99％）

 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 電気通信サービスの加入取次ぎに関する販売代理店契約を締結しております。
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ｃ．割当予定先の選定理由

　当社グループは、プリント事業ではプリントショップ「パレットプラザ」及び「55ステーション」を展開してお

り、もう１つの事業の柱であるモバイル事業では、モバイルショップ（キャリアショップ、併売店）を展開してお

ります。なかでも当社グループの成長事業であるモバイル事業の中のキャリアショップの事業において、当社とソ

フトバンク株式会社は、平成19年５月１日より販売代理店契約を締結し、キャリアショップ「ソフトバンクショッ

プ」及び「ワイモバイルショップ」の事業の運営ノウハウを共有する協業関係にあります。このような関係からソ

フトバンク株式会社と同事業を推しすすめるため付加価値のある（従来のモバイルショップにプリントサービスに

も対応した複合型モバイルショップ）店舗出店の拡大に向け取り組んでおります。

　一方で、平成28年12月22日にCimpress Investments B.V.との資本提携を解消し同社より自己株式を取得しまし

た。その後当社は、取引先との関係を強化し収益基盤を強固にすること及び将来にわたる安定株主を確保すること

を目的として、信頼できる取引先に対して第三者割当の方法による自己株式の処分をする方針といたしました。

　このような中で、当社は、当社グループと協業関係にあり、かつ、当社の平成28年３月期（第29期）有価証券報

告書の「生産、受注及び販売の状況」と「経理の状況のセグメント情報」に記載しておりますとおり、当社グルー

プの重要な取引先でありますソフトバンク株式会社との関係を強化することで、キャリアショップの事業の拡大に

よる収益の増加効果が期待できること、長期の株式保有が期待できること等の理由から、今後のキャリアショップ

の出店の拡大の資金需要を踏まえソフトバンク株式会社を割当先とした自己株式の処分による資金調達が望ましい

と判断し、当社とソフトバンク株式会社は、本年１月中ごろから協議し、賛同を得られたことにより、本第三者割

当の割当予定先として選定いたしました。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

　ソフトバンク株式会社に割り当てる株式の総数は1,350,000株であります。

 

ｅ．株券等の保有方針

　割当予定先であるソフトバンク株式会社は、保有方針に関して特段の取り決めはありませんが、ソフトバンク株

式会社とキャリアショップの事業で協業しておりその一環として当社の株式を保有する方針である旨を書面（意向

表明書）により確認しております。

　なお、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年以内に本件第三者割当により発行される当社普

通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容

を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつ

き、確約書を取得する予定です。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

　当社は、割当予定先の親会社であるソフトバンクグループ株式会社（代表者　孫正義、所在地　東京都港区東新

橋一丁目９番１号）の直近の第36期有価証券報告書（平成28年６月22日提出）における関係会社の状況及び財務諸

表並びに同有価証券報告書に記載している「第二部　提出会社の保証会社等の情報　第１　保証会社情報　３　継

続開示会社に該当しない保証会社に関する事項　(6）経理の状況」における割当予定先であるソフトバンク株式会

社の財務諸表により、本自己株式処分に係る払込みに必要かつ十分な現預金を有していることを確認しておりま

す。

 

ｇ．割当予定先の実態

　当社は、割当予定先であるソフトバンク株式会社から反社会的勢力との関係がない旨の確認書を受領しておりま

す。当社においても、以下の内容を面談等による聴取とホームページの閲覧等を実施し確認しております。割当予

定先の親会社であるソフトバンクグループ株式会社は、株式会社東京証券取引所第一部に上場しており東京証券取

引所に提出している「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の中で反社会的勢力との関係を一切遮断する旨

の宣言しております。また、「ソフトバンクグループ役職員・コンプライアンスコード」を制定し、「ソフトバン

クグループ憲章」を定めこれを子会社にも適用しております。さらに、当社は、親会社であるソフトバンクグルー

プ株式会社が提出している有価証券報告書に記載している「第二部　提出会社の保証会社等の情報　第１　保証会

社情報　３　継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項　(5）保証会社の状況」における割当予定先である

ソフトバンク株式会社のコーポレート・ガバナンスの状況の中で、反社会的勢力とは一切の関わりを持たない旨の

記載を確認しております。

　以上から、当社は、割当予定先及びこれらの役員が反社会的勢力とは一切関係がないものと判断しております。
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２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠及び発行の合理性

　本自己株式の処分価額につきましては、本自己株式の処分に係る取締役会決議の直前３カ月間（平成28年11月１

日から平成29年１月31日まで）の株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社普通株式の終値の平均値

である318円（円未満切捨）といたしました。

　直近３ヵ月間の当社普通株式の終値の平均値を採用することとしましたのは、当社株価は比較的安定しておりま

すが、特定の一時点を基準にするのではなく一定期間の平準化された値を採用することにより、一時的な株価変動

など特殊要因による影響を排除することができ、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。

また、算定期間を直近３ヵ月としましたのは、直近１ヵ月、直近６ヵ月と比較して、直近のマーケットプライスに

最も近い一定期間を採用することがより合理的であると判断したためです。

　当該価格は、取締役会決議の直前営業日の終値332円とのディスカウント率4.2％、取締役会決議の直前営業日ま

での直前１か月間の終値平均320円に対するディスカウント率は0.6％、直前６か月間の終値平均316円に対するプ

レミアム率は0.6％となっております。また、当該処分価額については、日本証券業協会の「第三者割当増資の取

扱いに関する指針」に準拠したものであり、かかる指針に照らして有利発行に該当しないものと判断しておりま

す。

　以上のことから本自己株式の処分価額は、適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断いた

しました。なお、当社監査役全員（社外監査役２名を含む。）が、特に有利な処分価額には該当せず、適法である

旨の意見を表明しています。

 

(2）割当数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると診断した根拠

　本自己株式処分により、ソフトバンク株式会社に割り当てる株式数は1,350,000株であり、その希薄化の規模は

発行済株式総数13,836,258株（平成28年12月22日現在）に対し9.76％（小数点以下第３位を四捨五入、総議決権数

112,165個（平成28年12月22日現在）に対する割合12.04％）となります。当社といたしましては、本件の割当予定

先との資本関係を生じさせることは、割当予定先との継続的な取引基盤の強化により、ひいては財務体質の強化に

資するものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断いたしま

した。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

㈱中部写真 東京都目黒区三田1-4-3 5,506 49.09 5,506 43.82

富士フイルム㈱ 東京都港区西麻布2-26-30 2,259 20.14 2,259 17.98

ソフトバンク㈱ 東京都港区東新橋1-9-1 － － 1,350 10.74

㈱みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービ

ス信託銀行㈱）

東京都千代田区内幸町1-1-5

（東京都中央区晴海1-8-12）
571 5.09 571 4.55

資産管理サービス信託銀行㈱

（証券投資信託口）
東京都中央区晴海1-8-12 266 2.38 266 2.12

大島　康広 東京都目黒区 229 2.05 229 1.83

プラザクリエイト従業員持株会 東京都中央区晴海1-8-10 152 1.36 152 1.21

キャノンマーケーティングジャ

パン㈱
東京都港区港南２丁目16-6 150 1.34 150 1.19

吉岡　裕之 大阪府東大阪市 145 1.30 145 1.16

㈱浅沼商会 東京都中央区日本橋1-2-8 81 0.72 81 0.64

計 － 9,361 83.46 10,711 85.23

　（注）１．上記表には、当社保有の自己株式を含めていません。

２．割当前及び割当後の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成28年９月30日現在の株

主名簿を基準として平成28年12月22日の自己株式の取得（2,400,000株）を考慮して記載しております。

３．割当前及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、発行済株式総数から自己株式を除いた以下

の総議決権数（単元株式数100株）に対する割合を記載しております。

発行済株式総数から自己株式を除いた総議決権数

（異動前）　　112,165個　　（異動後）　　125,665個

４．上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社プラザクリエイト(E04960)

有価証券届出書（組込方式）

 6/20



第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１．事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」の平成28年３月期有価証券報告書（第29期）及び第２四半期報告書（第30期）（以下、

「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、本有価証券届出書提出日までの間

に生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更

の必要はないものと判断しております。

 

２．臨時報告書の提出について

　組込情報である平成28年３月期有価証券報告書（第29期）の提出日（平成28年６月30日）以降、本有価証券届出書

提出日までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。

（平成28年７月１日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　平成28年６月29日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

(1）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円

総額68,187,285円

(2）効力発生日

平成28年６月30日

 

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、大島康広、村瀬伸行及び大橋正信を選任する。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、村田真一を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案      

剰余金処分の件 125,038 38 － （注）１ 可決（99.97％）

第２号議案      

取締役３名選任の件      

大島　康広 121,648 3,428 － （注）２ 可決（97.26％）

村瀬　伸行 125,031 45 － （注）２ 可決（99.96％）

大橋　正信 125,023 53 － （注）２ 可決（99.96％）

第３号議案      

監査役１名選任の件      

村田　真一 121,689 3,387 － （注）２ 可決（97.29％）

　（注）１　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し

たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

（平成28年８月９日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　当社は、平成28年８月９日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、

当社の取締役及び監査役並びに当社及び当社子会社の従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、

当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）銘柄

株式会社プラザクリエイト　第４回新株予約権

 

(2）発行数

4,205個（新株予約権１個につき100株）

　なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式

420,500株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に

本新株予約権の数を乗じた数とする。

 

(3）発行価格

　本新株予約権１個当たりの発行価格は、200円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社

プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルである

モンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

 

(4）発行価額の総額

134,560,000円
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(5）新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

　新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株

式である。また、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、100

株とする。

　なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

 

(6）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日（平成28年８月８日）での東京

証券取引所における当社株価の終値である金318円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割

または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率

　また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式

の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発

行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

 

(7）新株予約権の行使期間

　本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という）は、平成31年９月21日から平成33

年９月20日までとする。

 

(8）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、平成31年３月期における営業利益（発行会社の有価証券報告書に記載される連結損益計

算書における営業利益をいい、以下同様とする。）が900百万円を超過した場合に、対象新株予約権を行使

することができる。

　なお、営業利益の判定においては、適用される会計基準の変更等により営業利益の概念に重要な変更が

あった場合には、会社は合理的な範囲内において、適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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(9）新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(10）新株予約権の譲渡に関する事項

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

(11）新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役及び監査役　　３名　　　380個

当社子会社取締役　　　　３名　　　110個

当社従業員　　　　　　 345名　　3,078個

当社子会社従業員　　　　88名　　　637個

 

(12）勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第２項に規定する

会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係

株式会社プラザクリエイトストアーズ　発行会社の完全子会社

 

(13）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

　取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

 

（平成28年９月20日提出の臨時報告書の訂正報告書）

１　提出理由

　当社は、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の

規定に基づき平成28年８月９日に提出いたしました当社の取締役及び監査役並びに当社及び当社子会社の従業員

に対する新株予約権を発行する旨の取締役会決議に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額

の総額」「当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が確定しましたので、金融商品取引法第24条

の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２　訂正事項

(2）発行数

(4）発行価額の総額

(11）新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

３　訂正内容

　訂正箇所は下線で示しております。

(2）発行数

　　（訂正前）

4,205個（新株予約権１個につき100株）

　なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式

420,500株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に

本新株予約権の数を乗じた数とする。

 

　　（訂正後）

3,351個（新株予約権１個につき100株）

　なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式

335,100株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に

本新株予約権の数を乗じた数とする。
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(4）発行価額の総額

　　（訂正前）

134,560,000円

 

　　（訂正後）

107,232,000円

 

(11）新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

　　（訂正前）

当社取締役及び監査役　　３名　　　380個

当社子会社取締役　　　　３名　　　110個

当社従業員　　　　　　 345名　　3,078個

当社子会社従業員　　　　88名　　　637個

 

　　（訂正後）

当社取締役及び監査役　　３名　　　380個

当社子会社取締役　　　　３名　　　110個

当社従業員　　　　　　 217名　　2,381個

当社子会社従業員　　　　62名　　　480個

 

（平成28年12月26日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主でなくなるもの

シンプレス・インベストメント・ビー・ブイ

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

主要株主でなくなるもの

シンプレス・インベストメント・ビー・ブイ

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 24,000個 17.62％

異動後 －個 －％

　（注）　当社は平成28年12月22日に当該会社から自己株式2,400,000株を取得いたしました。これにより総株主等の議

決権の数が異動前の136,165個（平成28年12月21日現在）から112,165個（平成28年12月22日現在）に減少いた

しました。

なお、総株主等の議決権の数は、異動前は平成28年９月30日現在の株主名簿に基づく総株主等の議決権の数か

ら平成28年12月21日までに当社が取得した自己株式の議決権の数を差し引くことにより算出したものであり、

異動後は平成28年12月21日現在の総株主等の議決権の数から平成28年12月22日に当社が取得した自己株式の議

決権の数を差し引くことにより算出したものであります。

 

(3）当該異動の年月日

平成28年12月22日

 

(4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　　 100,000,000円

発行済株式総数　　普通株式　　13,836,258株
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（平成28年12月26日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

関係会社株式の売却損について

(1）当該事象の発生年月日

平成28年12月21日（取締役会決議日）

 

(2）当該事象の内容

　当社が保有する関係会社株式のうち、持分法適用関連会社シンプレスジャパン株式会社の株式すべてをそ

の親会社であるシンプレス・インベストメント・ビー・ブイに譲渡することとなりました。

 

(3）当該事象の損益に与える影響額

　当該事象により、平成29年３月期第３四半期の個別決算において、関係会社株式売却損741,594千円を特

別損失として計上することといたしました。

　なお、当該関係会社株式売却損は、連結決算においては消去されるため、連結損益への影響は軽微であり

ます。
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３．自己株券買付状況報告書の提出について

　組込情報である平成28年３月期有価証券報告書（第29期）の提出日（平成28年６月30日）以降、本有価証券届出書

提出日までの間において、下記の自己株券買付状況報告書を提出しております。

株式の種類　　　普通株式

１　取得状況

(1）株主総会決議による取得の状況

　該当事項はありません。

 

(2）取締役会決議による取得の状況

（平成28年12月21日現在）
 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成28年８月９日）での決議状況

（取得期間　平成28年８月10日～平成29年３月31日）
500,000 200,000,000

報告月における取得自己株式（取得日） ９月21日 2,500 758,500

 ９月23日 2,500 772,500

 10月11日 1,500 467,800

 10月12日 1,500 466,000

 10月13日 1,000 309,500

 10月14日 1,500 469,500

 10月17日 1,500 474,400

 10月18日 1,500 469,000

 10月19日 1,500 468,500

 10月20日 1,500 475,500

 10月21日 1,500 486,900

計 － 18,000 5,618,100

報告月末現在の累計取得自己株式 18,000 5,618,100

自己株式取得の進捗状況（％） 3.6 2.8

　（注）　平成28年８月９日の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、平成28年12月21日をもって終了いたしました。

 

（平成28年12月22日現在）
 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成28年12月21日）での決議状況

（取得期間　平成28年12月22日）
2,850,000 889,200,000

報告月における取得自己株式（取得日） 12月22日 2,400,000 748,800,000

計 － 2,400,000 748,800,000

報告月末現在の累計取得自己株式 2,400,000 748,800,000

自己株式取得の進捗状況（％） 84.2 84.2

　（注）　平成28年12月21日の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、平成28年12月22日をもって終了いたしました。
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２　処理状況

　該当事項はありません。

 

３　保有状況

（平成29年１月31日現在）
 

報告月末日における保有状況 株式数（株）

発行済株式総数 13,836,258

保有自己株式数 2,616,801
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第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第29期）

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

平成28年６月30日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第30期第２四半期）
自　平成28年７月１日
至　平成28年９月30日

平成28年11月14日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 平成28年６月29日
 

株式会社プラザクリエイト
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 津　　田　　良　　洋　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三　　井　　勇　　治　　㊞

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社プラザクリエイトの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社プラザクリエイト及び連結子会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、当連

結会計年度より、有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法へ変更している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社プラザクリエイトの

平成28年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社プラザクリエイトが平成28年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した

上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 平成28年６月29日
 

株式会社プラザクリエイト
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 津　　田　　良　　洋　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三　　井　　勇　　治　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社プラザクリエイトの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

プラザクリエイトの平成28年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社プラザクリエイト(E04960)

有価証券届出書（組込方式）

19/20



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年11月14日

株式会社プラザクリエイト

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　　野　　英　　樹　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三　　井　　勇　　治　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プラザ

クリエイトの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日

から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プラザクリエイト及び連結子会社の平成28年９月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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